
平
成
三
十
年
十
二
月
四
日
提
出

質

問

第

一

一

〇

号

市
街
化
調
整
区
域
等
の
野
積
み
コ
ン
テ
ナ
倉
庫
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

奥

野

総

一

郎
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市
街
化
調
整
区
域
等
の
野
積
み
コ
ン
テ
ナ
倉
庫
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

近
年
、
空
き
地
に
コ
ン
テ
ナ
等
を
設
置
し
た
い
わ
ゆ
る
「
野
積
み
コ
ン
テ
ナ
」
型
の
貸
倉
庫
等
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
中
に
は
、
な
ん
ら
法
的
手
続
き
も
さ
れ
ず
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
三
年
五
月
、
国
土
交
通
省
の
提
言
に
よ
り
「
レ
ン
タ
ル
収
納
ス
ペ
ー
ス
推
進
協
議
会
」
が
設
立
さ
れ
、
モ
デ
ル
約

款
、
保
険
等
の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
と
伺
っ
て
い
る
が
、
野
積
み
コ
ン
テ
ナ
は
全
国
で
ど
の
く
ら
い
の
数
の
業
者
が
、
何

か
所
で
設
置
し
て
い
る
か
、
政
府
は
掌
握
し
て
い
る
か
。
掌
握
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
直
近
十
年
間
の
推
移
を
示
さ
れ
た

い
。

二

建
築
基
準
法
第
二
条
で
は
、
建
築
物
の
定
義
に
つ
い
て
「
土
地
に
定
着
す
る
工
作
物
の
う
ち
、
屋
根
及
び
柱
若
し
く
は
壁

を
有
す
る
も
の
（
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
も
の
を
含
む
。
）
、
こ
れ
に
附
属
す
る
門
若
し
く
は
塀
、
観
覧
の
た
め
の
工
作
物

又
は
地
下
若
し
く
は
高
架
の
工
作
物
内
に
設
け
る
事
務
所
、
店
舗
、
興
行
場
、
倉
庫
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
（
鉄
道

及
び
軌
道
の
線
路
敷
地
内
の
運
転
保
安
に
関
す
る
施
設
並
び
に
跨
（
こ
）
線
橋
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
上
家
、
貯
蔵
槽
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
を
除
く
。
）
を
い
い
、
建
築
設
備
を
含
む
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
「
土
地
に
定
着
す
る
工

一



作
物
」
と
は
何
か
。
ま
た
、
土
台
な
ど
の
な
い
、
地
面
に
そ
の
ま
ま
置
い
た
野
積
み
コ
ン
テ
ナ
は
「
土
地
に
定
着
し
て
い

る
」
と
言
え
る
の
か
。
農
業
器
具
な
ど
を
置
く
た
め
農
地
に
立
て
ら
れ
た
土
台
の
な
い
物
置
な
ど
は
建
築
物
に
該
当
す
る
の

か
。

三

野
積
み
コ
ン
テ
ナ
が
建
築
物
に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
市
街
化
調
整
区
域
に
限
ら
ず
、
建
築
許
可
を
得
ず
に
設
置
さ
れ
た

も
の
は
す
べ
て
違
法
建
築
と
な
る
の
か
。

四

国
は
「
コ
ン
テ
ナ
を
利
用
し
た
建
築
物
に
係
る
違
反
対
策
の
徹
底
に
つ
い
て
」
（
国
住
安
第
五
号
平
成
二
十
六
年
十
二
月

二
十
六
日
）
等
を
発
す
る
な
ど
、
自
治
体
を
通
じ
て
是
正
指
導
を
要
請
し
て
お
り
、
横
浜
市
や
三
鷹
市
な
ど
で
取
り
締
ま
り

を
実
施
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。
同
様
の
摘
発
事
例
に
つ
い
て
政
府
は
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
、
直
近
十

年
間
の
年
ま
た
は
年
度
ご
と
の
全
国
の
件
数
を
示
さ
れ
た
い
。

五

都
市
計
画
法
第
四
条
第
十
二
号
で
は
「
「
開
発
行
為
」
と
は
、
主
と
し
て
建
築
物
の
建
築
又
は
特
定
工
作
物
の
建
設
の
用

に
供
す
る
目
的
で
行
な
う
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
を
い
う
」
と
し
て
い
る
。
市
街
化
調
整
区
域
に
野
積
み
コ
ン
テ
ナ
や
自

走
で
き
る
ト
レ
ー
ラ
ー
ハ
ウ
ス
な
ど
を
置
く
場
合
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
開
発
行
為
と
な
り
、
開
発
許
可
が
必
要
と
な

る
の
か
。
ま
た
、
開
発
許
可
が
不
要
な
場
合
を
示
さ
れ
た
い
。

二



六

野
積
み
コ
ン
テ
ナ
は
市
街
化
調
整
区
域
等
に
お
い
て
も
い
ま
だ
散
見
さ
れ
る
が
、
開
発
許
可
を
得
て
い
な
い
場
合
は
す
べ

て
違
法
に
な
る
の
か
。

七

野
積
み
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
に
反
す
る
と
し
て
、
摘
発
、
是
正
措
置
等
が
と
ら
れ
た
事
例
を
政
府
は
把
握

し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
、
直
近
十
年
間
に
全
国
で
各
々
何
件
か
。
年
ま
た
は
年
度
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。

八

建
築
基
準
法
、
都
市
計
画
法
に
抵
触
す
る
疑
い
の
あ
る
野
積
み
コ
ン
テ
ナ
等
に
対
し
、
国
の
取
り
締
ま
り
、
指
導
方
針
を

示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


